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県民意見募集（パブリックコメント）でのご意見の要旨と県の考え方，対応方針

項目 意見の要旨 県の考え方，対応方針 

１ 

【全圏域】 

水道民営化に

ついて 

水道の民営化は実施すべきではない。最低限、命の水を守る為に

外資の運営をさせてはならない。

諸外国で水道民営化は試みられたが、水道料金の高騰やサービス

の低下をもたらすなど、ことごとく失敗し、再公営化されている。

 水道は，県民の日常生活や社会経済活動に必要不可欠なライ

フラインです。 

健全な経営基盤を確立し，地方公共団体の責務として，将来

にわたり，安全・安心な水を適切な料金で安定供給できるよう

取り組んでまいります。 

２ 

【全圏域】 

スマートシテ

ィについて 

スマートシティの導入に際しては，個人情報漏洩などのセキュリ

ティ対策を最重要とするとともに，システムダウンによる経済活動

等の混乱や電波による健康被害などのデメリットを考慮し検討する

こと。

現在，国によりスマートシティのセキュリティの在り方が検

討されているとともに，電波の影響について見解が示されてい

ます。スマートシティ化に際しては，こうしたデメリットに関

する情報も把握し，国・市町や事業者等の構築・運用に関わる

多様な関係者間で情報共有しながら取り組んでまいります。 

３ 

【東広島市都

市計画区域】 

50 戸連たんの

開発制度につ

いて 

P91 主要な都市計画に関する方針の特記事項において，50 戸連
たんなどの開発許可は，必要最低限の運用となるよう基準の見直し

を行うとあるが，50戸連たんの開発制度は，東広島市の場合，今後
も必要な制度である。このため，基準の見直しにあたっては，地域

活性化，地域将来性を踏まえたものとなるようお願いしたい。

50 戸連たんの開発許可は，これまで都市のスプロール化を
進行させる要因の一つでもあったことから，今後はスプロール

化を抑制し，コンパクト＋ネットワーク型の都市を実現するた

め，立地適正化計画における居住誘導区域との整合を踏まえつ

つ，市町の実情に応じた必要最低限の運用となるよう，適用区

域の限定などを検討してまいります。

 ご意見にありますように，東広島市においては緩やかに人口

増を続けてきておりますが，今後は横ばいから緩やかな減少に

向かうことが予測される中で，東広島市の実情に応じた見直し

が重要と考えています。
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４ 

【東広島市都

市計画区域】 

道路施設につ

いて 

P49，p93 概ね 10 年以内に実施することを予定する主要な事業の

表に，(都)吉行小谷線の実施を要望し，同表への掲載を強く望む。

東広島本郷忠海線は線形が悪く幅員も狭隘で歩道もない区間もあ

るのに，車両等交通量が減少しておらず，安全性の確保を図るため

バイパスを果たす(都)吉行小谷線の早期実施を強く望む。

(都)吉行小谷線は，西条と西高屋及び白市の各市街地を連絡

する幹線道路の機能強化を図るため，(主)東広島本郷忠海線の

バイパスとして，平成９年６月に都市計画決定されました。

(都)吉行小谷線の整備については，今後の財政状況や交通量

の状況，他路線の事業の進捗状況を勘案しながら，整備手法や

着手時期を検討してまいります。 

５ 

【備北圏域】 

河川の整備方

針及び整備目

標について 

P42 河川の整備方針及び整備目標の概ね 10 年以内に整備を行う

主要な施設に高梁川水系の施策が，記載の無い事を危惧しています。

平成 30 年，令和２年と立て続けにこの流域で浸水被害が起きてい

ます。加えて令和元年に示された一級河川高梁川水系成羽川洪水浸

水想定区域図によれば，東城市街地壊滅のシナリオが記されていま

す。想定外への備えが肝要と考えますので，流域住民の安心安全の

為，一層の流域住民へのご助力と，特段の御配慮をお願いします。

整備方針については，頻発化・激甚化する豪雨に対するリス

クを低減し，安全で快適な都市環境を確保するため，一級河川

江の川水系，高梁川水系の各河川において，再度災害防止対策

に最優先に取り組み，優先度の高い箇所から，河川改修を計画

的に進めることとしており，この整備方針に基づき，現在，国

や関係市町等と連携しながら，今後の河川の整備計画である次

期「ひろしま川づくり実施計画」の策定に向けた作業を進めて

いるところです。 

高梁川水系成羽川では，計画的に河川改修事業を進めている

ところですが，平成 30 年７月豪雨において家屋浸水被害が発

生したことは認識しており，このような浸水実績等を踏まえ，

県内における整備優先度を評価し，具体的な整備箇所の設定を

行ってまいります。 

６ 

【全圏域】 

新しい生活様

式について 

新型コロナウイルスによる新しい生活様式や三密についての記載

があるが，10年後までのトピックになるものなのか。 

 ワクチンが開発されれば，SARS ウィルスやインフルエンザのよう

に一時的なものになるのでないか。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は，感染症リスクに対

する人と人との距離を保つ分散の大切さへの気付きをもたら

しました。今後は，このような感染症リスクに対し，時間や場

所にとらわれない暮らし方や働き方などが求められるため，本

県の特徴である都市と自然の近接性を最大限生かした適切な

分散と適切な集中を創造する適散・適集な地域づくりを進めて

いく必要があると考えています。 
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７ 

【全圏域】 

市街地開発事

業について 

市街地開発事業によるまちづくりについての記載があるが，人口

減少が進むこれからの時代に市街地開発事業をメインに記載する必

要があるのか。 

人口減少が進む時代においても，市街地開発事業の活用など

により，土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新，

地域活力の再生を図るなど，クリエイティブな人材や産業のさ

らなる集積により，新たな価値を生み出す独創的なビジネスモ

デルなどが創出されるイノベーションを通じて，経済成長を促

進する必要があるものと考えています。 

ただし，人口及び産業の将来の見通し等を勘案した上で，新

市街地の整備に係る土地区画整理事業については，慎重に検討

してまいります。 

８ 

【全圏域】 

生産緑地につ

いて 

災害リスクが高い区域に生産緑地を指定することは生産緑地法の

趣旨である「農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成

に資することを目的とする。」と整合するのか。 

災害リスクの高い区域については，住居系用途を目的とした

開発・建築行為の制限を検討するとともに，土地利用の特性に

配慮しつつ，自然的環境への回帰や緑地としての活用を図るな

ど，都市的土地利用の縮退の可能性を検討することとしていま

す。 

このため，災害リスクの高い区域への宅地化を抑制する必要

がある場合には，市街化調整区域への編入や地区計画などの必

要な土地利用規制の導入，さらに生産緑地の指定なども含めた

総合的な観点から，安全・安心な都市づくりに向けて検討する

必要があると考えています。 


